
   

  

  
 

2012 → 2016 

新名寄市総合計画（第１次） 

後期基本計画 

                          
 

自然の恵みが人と地域を育み 

市民みんなで創る心豊かな北のまち・名寄 



～ 市民との協働による将来像の実現に向けて ～ 

 

旧名寄市と旧風連町が合併して誕生した名寄市では、平成 19 年３月にまちづくりの指針となる

「新名寄市総合計画（第１次）」を策定し、「協働」、「健康」、「生活」、「活力」、「人づくり」の五つ

の基本理念のもとに、「自然の恵みが人と地域を育み 市民みんなで創る 心豊かな北のまち・名寄」

を将来像に掲げ、各種の施策を展開してきたところでありますが、平成 23 年度で前期基本計画が

終了することに伴い、新たに「後期基本計画」を策定いたしました。 

  

 近年の地方自治体を取り巻く情勢は、厳しい財政状況の中、地方分権の推進に伴い自主・自立が

強く求められているほか、少子高齢化の進行や先行き不透明な経済情勢など、大きな変革の時代を

迎えており、持続可能な自治体経営はもとより、地域の特性を活かした元気なまちづくりを推進す

るためには、発想の転換とこれまで以上に計画的かつ効率的な行財政運営が求められています。 

 今回策定した後期基本計画では、将来像をはじめとする基本構想を継承しながら、前期基本計画

の点検及び社会経済情勢等の変化への対応を基本に見直しを行い、平成 24 年度から名寄市総合計

画（第１次）の最終年度となる平成 28年度までの５カ年の施策の方向性を示しています。 

名寄市が誇る豊かな天塩川の恵みや先人が培った歴史・伝統・文化を大切な財産として、未来に

誇れる郷土を創るために、人と人との結びつきを大切にし、市民一人ひとりが創造力を発揮して、

地域が持つ「本物の豊かさ」を追求するものであります。 

今後とも、市民の皆様と協働し、将来像の実現に向けて、後期基本計画の「五つの施策の柱」に

基づき各種施策を推進してまいりますので、ご理解とご協力をお願いたします。 

  

最後に、本計画の策定にあたり、市民アンケートや各懇談会、パブリックコメントなどにおいて

貴重なご意見・ご提言をいただいた市民の皆様をはじめ、熱心にご審議いただきました総合計画策

定審議会委員及び市議会議員の皆様、策定にご尽力いただきました関係各位に対しまして心から感

謝を申し上げます。 

  

 

平成２４年３月 

 

名寄市長 加 藤 剛 士 
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